
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日
受
領

答

弁

第

七

七

号

内
閣
衆
質
一
八
〇
第
七
七
号

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

野

田

佳

彦

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
中
島
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希
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提
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八
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ム
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お
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藤
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。



衆
議
院
議
員
中
島
政
希
君
提
出
八
ツ
場
ダ
ム
建
設
事
業
に
お
け
る
藤
村
修
内
閣
官
房
長
官
裁
定
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
二
日
に
藤
村
内
閣
官
房
長
官
が
、
八
ッ
場
ダ
ム
建
設
事
業
に
係
る
予
算
を
平
成
二
十
四
年
度

予
算
に
計
上
す
る
に
先
立
ち
、
前
田
国
土
交
通
大
臣
及
び
前
原
民
主
党
政
策
調
査
会
長
に
示
し
た
裁
定
（
以
下
「
官
房
長
官

裁
定
」
と
い
う
。
）
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
現
在
作
業
中
の
利
根
川
水
系
に
関
わ
る
「
河
川
整
備
計
画
」
を
早

急
に
策
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
基
準
点
（
八
斗
島
）
に
お
け
る
「
河
川
整
備
計
画
相
当
目
標
量
」
を
検
証
す
る
。
」
、
「
ダ

ム
検
証
に
よ
っ
て
建
設
中
止
の
判
断
が
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
ダ
ム
建
設
予
定
だ
っ
た
地
域
に
対
す
る
生
活
再
建
の
法
律

を
、
川
辺
川
ダ
ム
建
設
予
定
地
を
一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
と
り
ま
と
め
、
次
期
通
常
国
会
へ
の
提
出
を
目
指
す
。
」
、
「
八

ツ
場
ダ
ム
本
体
工
事
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
二
点
を
踏
ま
え
、
判
断
す
る
。
」
の
記
述
と
相
違
は
な
い
。

二
に
つ
い
て

平
成
二
十
二
年
度
に
開
始
し
た
全
国
の
ダ
ム
事
業
の
検
証
に
お
け
る
国
土
交
通
省
の
対
応
方
針
と
し
て
、
八
ッ
場
ダ
ム
建

設
事
業
に
つ
い
て
は
、
前
田
国
土
交
通
大
臣
が
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
二
日
に
「
継
続
」
す
る
と
の
対
応
方
針
を
決

一



定
し
、
同
日
、
そ
の
旨
を
群
馬
県
長
野
原
町
長
等
へ
伝
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

前
田
国
土
交
通
大
臣
は
、
官
房
長
官
裁
定
に
示
さ
れ
た
、
「
一
�
現
在
作
業
中
の
利
根
川
水
系
に
関
わ
る
「
河
川
整
備
計

画
」
を
早
急
に
策
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
基
準
点
（
八
斗
島
）
に
お
け
る
「
河
川
整
備
計
画
相
当
目
標
量
」
を
検
証
す
る
。

」
、
「
二
�
ダ
ム
検
証
に
よ
っ
て
建
設
中
止
の
判
断
が
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
ダ
ム
建
設
予
定
だ
っ
た
地
域
に
対
す
る
生

活
再
建
の
法
律
を
、
川
辺
川
ダ
ム
建
設
予
定
地
を
一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
と
り
ま
と
め
、
次
期
通
常
国
会
へ
の
提
出
を
目
指

す
。
」
、
「
三
�
八
ツ
場
ダ
ム
本
体
工
事
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
二
点
を
踏
ま
え
、
判
断
す
る
。
」
に
つ
い
て
、
適
切
に
対

応
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
報
道
」
が
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
三
十
日
付
け
の
東
京
新

聞
の
朝
刊
に
お
い
て
、
八
ッ
場
ダ
ム
建
設
事
業
に
係
る
予
算
執
行
に
関
す
る
報
道
が
あ
っ
た
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
（
問
）
そ
の
二
項
目
が
成
立
し
た
段
階
で
、
予
算
を
執
行
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
。
（
答
）
そ
う

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
裁
定
が
示
さ
れ
た
わ
け
で
す
か
ら
。
」
と
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月

二



六
日
の
記
者
会
見
に
お
け
る
前
田
国
土
交
通
大
臣
と
記
者
と
の
や
り
取
り
の
一
部
と
相
違
は
な
い
。

な
お
、
当
該
記
者
会
見
に
お
い
て
、
記
者
の
「
予
算
執
行
の
前
提
は
、
河
川
整
備
計
画
の
策
定
が
前
提
に
な
る
の
か
、
そ

れ
と
も
、
計
画
を
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
さ
せ
つ
つ
、
予
算
執
行
も
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
、
お
考
え
を

お
願
い
し
ま
す
。
」
と
い
う
趣
旨
の
質
問
に
対
し
、
同
大
臣
は
、
「
最
終
的
に
は
、
担
務
の
大
臣
が
こ
の
二
つ
の
示
さ
れ
た

官
房
長
官
の
裁
定
を
き
ち
ん
と
対
応
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
て
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
」
と
答

え
た
。

五
の
�
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
前
田
国
土
交
通
大
臣
が
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
二
日
に
群
馬
県
長
野
原
町
長
等
を
始
め
と
す
る

地
元
の
方
々
に
対
し
、
八
ッ
場
ダ
ム
建
設
事
業
に
つ
い
て
「
継
続
」
す
る
と
の
対
応
方
針
を
決
定
し
た
こ
と
及
び
そ
れ
ま
で

の
経
緯
に
関
す
る
お
わ
び
の
心
情
を
伝
え
た
際
に
、
同
大
臣
は
、
「
官
房
長
官
裁
定
の
二
項
目
の
ク
リ
ア
が
条
件
で
あ
る
。

」
と
の
説
明
は
行
っ
て
い
な
い
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

五
の
�
に
つ
い
て

八
ッ
場
ダ
ム
建
設
事
業
に
つ
い
て
は
、
官
房
長
官
裁
定
を
踏
ま
え
、
国
土
交
通
大
臣
が
適
切
に
対
処
す
る
こ
と
と
し
て
い

三



る
。

四


